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大規模震災時の対応について 

 

 

東京成徳大学深谷中学校・高等学校 

 

１．はじめに 

 

 本校校舎（１号館・２号館・３号館）及び第二体育館・総合体育館（Ｆ．アリーナ）の 

 

耐震強度は、平成１６年に調査し、平成１９年に耐震工事を完了した結果、国が定めた建 

 

築基準法の耐震強度を満たしました。平成２３年３月１１日の東日本大震災時は、埼玉県 

 

北部でも震度５強の地震が発生しましたが、本校の建物全般に大破、倒壊はもとより一部 

 

破損等の被害もありませんでした。 

 

  東日本大震災が発生した当日、生徒は休校日でした。多くの部活動が午前で部活を終え 

 

一部の部が午後練習をしていました。このような状況での大地震。本校教職員は、校内で 

 

揺れが収まるのを待つと共に、テレビで情報収集。校内放送で、学校内にいる生徒を外に 

 

避難するよう指示し、人員の確認をしました。部活動は中止し、生徒への下校を指示しま 

 

した。①自転車・徒歩の生徒は安全に留意しそのまま下校。②スクールバス利用者は、各 

 

方面へ配車。③ＪＲ利用者は、電車がストップしたことを受け家庭と連絡を取り、迎えに 

 

来て頂く。 

 

  幸いにも、学校はもとより、各家庭においても負傷者はおりませんでした。     

  

 本校では、防災訓練（地震を想定）と防火避難訓練、また、スクールバス避難訓練を毎 

 

年実施していますが、大規模地震に対しては以下のように対応してまいります。 
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２．大規模災害時の対応 

 

  １．在 校 時 

 

 

大規模災害（震度５以上）発生 

 

 

 

 

 

緊急地震速報（震度５以上）受信 

 

 

 

                     緊急放送（教頭・事務職員）                  

                                                

 

 

 

学校対応 

 

 

 

１．生徒の安全確保（担任・教科担当・顧問・事務職員） 

             ２．初期行動 

             ３．授業・行事・部活動の中止 

             ４．災害対策本部の設置 

 

 

 

避難・人員点呼・負傷者救出 

 

 

 

 

情報を収集し、状況に応じた下校判断 

 

 

 

 

ＪＲ高崎線・秩父線・東武東上線 

 利用可能・ＳＢ運行可能 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ高崎線・秩父線・東武東上線 

    不通・ＳＢ運行不可能 
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             生徒は下校                ①家庭と連絡の取れた徒歩・自転車 

                                          通学者は、下校。 

                                        ②学校で保護者に引き渡しの出来る生徒は、 

                                         保護者と共に下校。 

                                        ③その他は学校で保護。 

 

  ２．登 下 校 時 

 

大規模災害（震度５以上）発生 

 

 

 

 

交通関係者・ＳＢ運転手の指示に従って行動 

 

 

 

 

交通機関・ＳＢ運行 

 

 

 

 

 

 交通機関・ＳＢ運行中止 

 

 

 

 

             生徒は帰宅                     ①帰宅 

                                            ②学校へ避難 

                                            ③最寄りの避難所へ避難 

 

学校対応 

 

                                           

                                           

１．授業・行事・部活動の中止  

             ２．生徒の安全確保（全教職員） 

             ３．初期行動              

             ４．災害対策本部の設置                     

 

 

            １．登校生徒の避難誘導 

            ２．校舎内外・体育館等の点検 

            ３．人員確認（全クラス生徒及び教職員） 

            ４．負傷者の手当 

 

 

             在校生徒及び学校へ避難した生徒の引き渡し 

 

               ①家庭と連絡の取れた徒歩・自転車        

                 通学者は、下校。                        
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               ②学校で保護者に引き渡しの出来る生徒は、 

                 保護者と共に下校。                    

               ③その他は学校で保護。                  

 

 

 

 

  ３．大規模災害時の本校から保護者への連絡手段 

 

      学校から各家庭への通常の連絡及び緊急を要する連絡については、一斉メール配信 

 

   を実施しております。 

 

  ４．本校における大規模災害時の備蓄品について 

 

      本校における備蓄品 

 

   ＊保存水（５００ｍｌ－－１人２本）       ＊非常食（ビスコ１人１缶） 

    

      ＊アルミブランケット（１人１枚）            以上は全校生徒分です。 

 

      上記以外に、食堂と連携し、帰宅困難生徒が出た場合は、食料の提供をしていただ 

 

   くこととなっております。 


